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第７回佐賀県西部広域環境組合ごみ処理広域化基本計画策定委員会 

日   時 平成２１年 ３月１８日（水） １４：００～１６：００ 

場   所 佐賀県西部広域環境組合内 

区  分 氏        名 出   欠 

樋口 壯太郎 出 
学識経験者 

松本 亨 出 

伊万里市選出 前田 壽美代 出 

武雄市選出 中原 正敏 出 

鹿島市選出 武富 孝子 出 

嬉野市選出 八谷 茂樹 出 

有田町選出 山崎 知進 出 

大町町選出 森 カヲル 出 

江北町選出 百武 儀春 欠 

白石町選出 樋口 正憲 出 

太良町選出 荒木 正子 出 

杵藤クリーンセンター 棚町 信也 出 

伊万里市環境センター 織田 清弘 出 

佐賀県 川原 哲朗 出 

佐賀県環境審議会選出 林 真実 出 

委   員 

佐賀県環境審議会選出 福母 祐二 欠 

 

 

事 務 局 長 井関  勝志  

事 業 係 長 加々良  俊文  佐賀県西部広域環境組合 

事 業 係 主 査 古賀 正太  

日本技術開発（株） 
資源循環事業部 

西日本室 
伊達 誠  
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第第第第７７７７回佐賀県西部広域環境組合回佐賀県西部広域環境組合回佐賀県西部広域環境組合回佐賀県西部広域環境組合ごみごみごみごみ処理広域化基本計画策定委員会処理広域化基本計画策定委員会処理広域化基本計画策定委員会処理広域化基本計画策定委員会    
 

平成２１年 ３月１８日（水） 

午後２時００分 開会 

【１】開会 

【２】協議報告 

①第６回策定委員会で使用したごみ処理広域化基本計画（案）とパブリックコメン

トで使用したごみ処理広域化基本計画（案）との相違点及び第６回策定委員会で

出された意見に対する対応について 

   ②パブリックコメントで出された意見に対する回答について 

   ③管理者への提言について 

【３】その他 

 

午後午後午後午後２２２２時開会時開会時開会時開会    

【１】開会 

事務局長より開会の挨拶 

 

【２】協議報告 

 

   ①第６回策定委員会で使用したごみ処理広域化基本計画（案）とパブリックコメン

トで使用したごみ処理広域化基本計画（案）との相違点及び第６回策定委員会で

出された意見に対する対応について 

前回の策定委員会で使用したごみ処理広域化基本計画（案）とパブリックコメントで使

用したごみ処理広域化基本計画（案）との相違点及び前回の策定委員会でいただいた

意見をどのように反映させたかを事務局より説明し、確認いただいた。 

 

（委員長）図表など工夫されわかりやすくなっている。数値の変更があっているのは、ど



 4 

ういう要因か。 

（事務局）最終確認を行っていく上で、修正があったためである。 

 

②パブリックコメントで出された意見に対する回答について 

平成２１年２月２７日から平成２１年３月１３日で実施したごみ処理広域化基本計画

（案）パブリックコメント手続により出された意見とその意見に対する回答について確認い

ただいた。 

 

（委員長）ごみ処理広域化基本計画（案）に対する意見は域内全体から出されたのか。 

（事務局）１市１町の方々から出された。 

（委 員）意見に対する回答の中で、その他プラについては、資源化を行うということで

あるが、サーマルリサイクルは含まないのか。 

（事務局）サーマルリサイクルは含まず、容器包装リサイクル協会へ排出を行い、マテリ

アルリサイクルを行うこととしている。 

（委 員）環境負荷やＣＯ２削減、維持管理等の検討状況についてのご意見があっている

が、委員会の中でも検討した事項についての記載を行ったらどうか。 

（事務局）記載をすることとする。 

（委 員）ごみの排出方法についてのご意見があっているが、統一されるのか。 

（事務局）ごみの排出方法については、各市町が保有している処理施設や委託している処

理施設の機械の整備状況により、それぞれの市町で異なる。処理施設の広域化

を行うまではそれぞれの市町の排出方法に従い排出していただくこととなる。 

（委 員）生ごみも資源だと思うので、生ごみの資源化に対する意見は出ていないのか。 

（事務局）今回のパブコメでは出ていない。 

（委員長）生ごみの資源化のような検討は当然やっていくべき事項であるが、例えば広域

全体で取り組むべき事項なのか、各市町で取り組むべき事項なのかそこから議
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論を始める必要がある。特に事業系廃棄物については都市部で生ごみの循環も

行われている。 

また、行政がどれだけ助成をしてシステムが動かせるようにバックアップで

きるかどうかというのはここで議論するのは難しいものがあると思うので、次

のステップでは十分な検討を行ってもらいたい。 

（事務局）ごみ処理広域化基本計画の中でも生ごみの資源化については継続した検討事項

としており、今後とも検討を継続していく。 

 

 

 

 

③管理者への提言について 

管理者へ提言いただくための提出書類について確認いただいた。また、代表者での提言

を行うための提言者の選出について了承された。 

 

※同日、管理者に対して提言書の提出を行った。 

 

●一部修正があった分については、事務局で文言等の修正を行い、委員長に確認いただくこ

ととし、策定後に公表することとする。 


